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（別紙２－45 まだら北海道日本海（ステップアップ管理対象資源）） 

第１ 特定水産資源の名称 

まだら北海道日本海 

第２ 管理年度 

７月１日から翌年６月末日まで（ステップ２） 

第３ 資源管理の目標 

   まだら北海道日本海は、現時点では、再生産関係等を用いて目標管理基準値や限界管理基準値を示すこと

はできない。このため、再生産関係等を用いた漁獲シナリオ導入が可能となるまでの間は、下記の指標を代

替的に用いて目標管理基準値等を設定する。その際、資源水準の指標は、国が行うまだら北海道日本海の資

源評価で推定された資源量相対値を資源量指標値として用いる。 

 １ 目標管理基準値 

過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの91パーセントに相当する資源水準

の値とする。 
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２ 限界管理基準値 

  過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの63.7パーセントに相当する資源水準

の値とする。 

第４ 漁獲シナリオ 

１ 漁獲シナリオ 

直近の資源水準の値と第３の２の値の大小を比較した結果及び直近の資源水準の値と第３の１の値の差

に基づき、漁獲量を調整する。 

２ 漁獲可能量の算定方法 

生物学的許容漁獲量は、直近５年の漁獲実績の平均値を１の規定に基づき調整した値とし、漁獲可能量

は当該値を超えない量とする。 

３ 予期せぬ加入量の増加等による漁獲可能量の追加 

漁獲の状況からみて、予期せぬ加入量の増加又は他海域からの資源の移入が発生したとみなされる場合、

２において算定した当該管理年度の漁獲可能量に残漁期の推定漁獲量（各月の漁獲量を過去10年間の最⼤値
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と仮定した数量）を上限として追加する。 

第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の１及び２に定めるとおりとする。 

１ まだら北海道日本海沖合底びき網漁業 

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項 

① 水域 

②に掲げる漁業の許可に係る操業区域のうち、北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西野登呂岬突端   

に至る線以西の日本海の海域（外国の領海及び排他的経済水域（ロシア連邦にあっては、許可省令 

別表第５の９の項の上覧に掲げる区域）を除く。） 

② 漁業の種類 

沖合底びき網漁業（許可省令第２条第１号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。）の

うち、北海道に漁業根拠地を有するもの。 

③ 漁獲可能期間 
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周年 

⑵ 漁獲量の管理の手法等 

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。 

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁   

獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超え 

るおそれがなくなったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１ 

項に規定する行政機関の休日（以下この別紙において「行政機関の休日」という。）は算入しな 

い。） 

２ まだら北海道日本海その他大臣許可漁業 
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⑴ 当該大臣管理区分に関する事項 

① 水域 

青森県北津軽郡中泊町と同県東津軽郡外ヶ浜町との最大高潮時海岸線における境界点正西の線以北

の日本海の海域のうち、北海道松前郡松前町と同郡福島町との最大高潮時海岸線における境界点と青

森県北津軽郡中泊町と同県東津軽郡外ヶ浜町との最大高潮時海岸線における境界点とを結ぶ線以東の

日本海の海域並びに外国の領海及び排他的経済水域（ロシア連邦にあっては、許可省令別表第５の９

の項の上覧に掲げる区域）を除く水域 

② 漁業の種類 

大臣許可漁業のうち、沖合底びき網漁業を除いたもの 

③ 漁獲可能期間 

周年 

⑵ 漁獲量の管理の手法等 

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理と
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する。 

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁獲

可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるお

それがなくなったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

１ 法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量及び同項第３号の大臣管理漁獲可能量並びに国の留保 

について、「試行水準」として設定する。この場合において、都道府県及び大臣管理区分における管理 

を行う目安として、２及び３に基づく数量を算出し、「試行目安数量」として提示する。 

２ 試行目安数量は、漁獲可能量から国の留保を除いた数量に、令和２年（2020年）から令和４年（2022 
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年）までの毎年の漁獲実績の比率の平均値を乗じて算出することを基礎とする。ただし、関係者の間で 

別段の合意がある場合には、当該合意に基づき算出する。 

３ 国の留保は、年によって異なる漁場形成の変動等を勘案して定める。なお、ステップ２において国の 

留保からの配分を行うこととはしないものの、ステップ３以降の取組に向けて配分の具体的な内容やタ 

イミング等について事前の検討を行うこととする。 

第７ 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項 

都道府県知事は、法第30条第２項の規定に基づき、規則第19条第３項において準用する規則第16条第３項

に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとする。な

お、対象となる都道府県は、北海道とする。 

⑴ 当該管理年度中（⑵に規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで 

⑵ 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁獲可能

量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくな
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ったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から５日以内（行政機関の休日は算入しない。） 

第８ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知

事は、漁業者による法第124条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定

に参加している者自らによる定期的な当該協定の取組の効果の検証、当該検証結果を踏まえた取組内容の改

良及び資源管理の目標の変更並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう

指導を行うものとする。 

加えて、検証の客観性を確保する観点から、外部有識者（漁業や資源管理について専門的知識を有する研

究者等）の参加する国又は都道府県に設置された資源管理協議会等においても、検証を行うものとする。 

第９ その他資源管理に関する重要事項 

１ 本則第１の２(5)①のステップ１を令和６管理年度から開始する。同(5)②のステップ２は、令和７管  

理年度から開始することを想定し、令和８管理年度中にステップ１及びステップ２の取組内容について  
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十分な進展があった場合に、令和９管理年度から同(5)④のステップ３を開始することを目指す。 

２ 予期せぬ加入量の増加等による漁獲可能量の追加に係る規定について、ステップ３の開始までに見直  

しを検討する。 
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